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仙台河川国道事務所鳴子国道維持出張所は、国道47号の国道４号交差点から

山形県境までの維持管理を行っています。

鳴子国道維持出張所のホームページはこちら ↓

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/naruko/

暦の上では春ですが、暖かくなったかと思えば

また急に寒くなるなど、急な天候の変化で

積雪となる可能性もございます。早朝や夜間、

日陰の場所においては、路面の凍結等のおそれがあります。

国道４７号は平地と山地で気象条件が異なりますので

冬タイヤの交換につきましては、慎重に実施

いただきますようお願いいたします。

運 動交 通 安 全

◎ 運転に集中し、漫然運転・脇見運転をしない

◎ 安全な速度を維持する

◎ ハンドル・ブレーキを確実に操作する

車両を運転する際は、

という基本を忠実に守って、交通事故防止に努めましょう。

国道４７号の同日同時刻の写真です

同じ道路でも場所によって天候が異なります

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします
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